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第 １ 章 総 則

１.本事業の目的
[bookmark: _Hlk228059940]　現在、錦町（以下「発注者」という。）が整備した屋外放送システムは、整備後20年以上が経過しており、機器の老朽化に伴う保守部品の調達が困難となっていることから、既設システムに代わる新たな防災行政無線システムの再整備を行うものである。
　本事業においては、住民への確実な情報伝達を図るため、現行システムと同等以上の通信エリア及び機能を確保するとともに、安定運用、維持管理性及び将来的な拡張性を備えたシステムの構築を目指すものである。
　また、本事業では、既存の情報配信サービスプラットフォームとの連携、既存戸別受信機への情報配信と併せて次の方式によるいずれかの通信手段を事業者からの提案として求めるものとする。
　①	携帯電話通信網（LTE）（以下、IPネットワーク方式という）を活用した通信手段
②	60MHz帯無線通信を活用した通信手段
なお、複数の技術方式による構築が想定されることから、事業者の有する技術力、実績、提案力及び運用保守に関する知見を総合的に評価し、本町に最も適したシステムを選定する必要がある。
　 このため、本事業は価格のみならず、システム構成、運用性、信頼性、将来性及び維持管理性等を総合的に評価できる公募型プロポーザル方式により優先交渉権者を選定するものである。

２.本水準書について
錦町屋外放送設備整備事業（設計・施工一括発注方式）に係る水準書(以下「本水準書」という)は､ 発注者が屋外放送設備の再整備を実施するにあたり、発注者が要求する仕様機能等を示すものである。

３.既設屋外放送設備の概要
①親局設備　　　　　　：１式（町役場本庁舎）
②屋外拡声子局設備　　：５式
③J-ALERT設備	 ：１式
※詳細の構成図、完成図書が必要な場合は申し出ること。

４.適用法令(以下の関連法令等に関連する部分がある場合には準拠すること)
 電波法および関係規則、告示 
 有線電気通信法および同法施行令、同法施行規則
 電気設備技術基準 
 電気通信設備工事共通仕様書 
 日本産業規格（JIS） 
 日本電気工業会基準（JEM） 
 日本電気規格調査会標準規格（JEC） 
⑧ 電子情報技術産業協会規格（JEITA）
⑨ インターネットの国際的技術標準化団体の定める基準 (IETF)
⑩ 電気通信事業法および関係規則、告示 
⑪ 建築基準法およびこれに基づく政令、省令等 
⑫ 社団法人 電波産業会標準規格（ARIB）
⑬ 総務省九州総合通信局 無線局免許方針
⑭ その他関係法令、告示等および錦町が定める関係条例、規則

５．契約の範囲
本工事に係る契約の範囲は、契約書及び本水準書に示す範囲とする。

６．提出書類
受注者は契約締結後、以下の書類を発注者の指定する期間内に提出することとする。
なお、以下に掲げる書類のほか、発注者が本工事の履行に必要と認めて提出を求めた書類については、その都度速やかに提出するものとする。
各書類については、日付並びに宛名を明記すること。
　提出書類は、発注仕様書等に規定がない場合は次を標準とする。

1 契約時提出書類
　　　契約後速やかに次の書類を各２部発注者に提出し承認を受けること。
（１）着手届
（２）計画工程表
（３）現場代理人届
（４）施工体制表
（5） その他必要な書類

2 工事着手時提出書類
　　工事着手前までに次の書類を各２部発注者に提出し、発注者の承認を受けること。
（１）施工計画書
（２）納入機器仕様書又は承認図
（３）主要資材承諾願
（４）その他発注者が指定する必要書類

3 完成図書
　　完成図書は検査前までに次の書類を各２部発注者に提出し、発注者の承認を受けること。
（１）施工図
（２）工事写真及び完成写真
（３）現地試験成績書
（４）機器取扱説明書
（５）その他必要書類

７．配置技術者
受注者は、次に示す技術者を本工事に専任として配置するものとする。
(１)主任技術者
配置する主任技術者の資格もしくは工事実績並びに３ヵ月以上の直接的かつ恒常的な雇用　関係を示す資料を提出し、発注者の承認を得るものとする。
(２)現場代理人
配置する現場代理人の３ヵ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係を示す資料を提出し、
発注者の承認を得るものとする。

８．契約不適合責任
納入された各機器・装置及び据付工事等全てについて、当該工事の完了後、１年間は設計及び構造上の原因により生じた障害は、受注者において無償で修復すること。
ただし、この期間を過ぎた後においても、受注者の契約不適合によるものと明らかに認められるものは、無償にて修理等を行うものとする。なお、取扱者の過失、天災等の不可抗力による故障は、保証及び瑕疵の範囲としないこととする。


[bookmark: bookmark0]第 ２ 章 工 事 範 囲

１.概要
本工事の範囲は、以下のとおりとする。
【設計業務】
(1) 音響伝搬机上検討及び必要に応じた電波伝搬調査を含む屋外拡声子局の設置位置の検討
(2) 現地調査等
(3) 屋外放送設備全体の機能及び機器構成検討
(4) 新型 J アラート受信機との接続を行うための設計
(5) 既設の情報配信サービスプラットフォームとの連携を行うための設計

【施工業務】
（共通）
（１）統制局機能を有する親局システム（クラウド型）の整備
 （２） 既設の情報配信サービスプラットフォームとの連携
（ア）株式会社デンソーが提供するタブレット型戸別受信機への情報配信サービス「ライフビジョン」との接続及び設定を行うこと。なお、接続にあっては「ライフビジョン」を親とするシステム構成とする。
(３)　新型Ｊアラート受信設備の更新・連携
（４）上記システム構築に必要な各種申込手続き
（５）各種試験の実施と試験成績書作成
（６）システム切り替え前の操作訓練の実施
（７）既設機器撤去処分（鋼管柱含む）
（８）その他、発注者、監督員等より指示のある関連事項

（IPネットワーク回線方式）
（１）携帯電話通信網（LTE）を活用した屋外拡声子局の整備
別添「錦町屋外拡声子局仕様表」を参照し、次のとおり更新すること。
（ア）鋼管柱については仕様表のとおり、既設５局立替、新設局分も設置とする。
（イ）スピーカについては、音達況に応じて高性能スピーカの設置の提案を必須条
件とする。

（デジタル60M QPSK方式）
（１）デジタル60MHz帯QPSK方式を活用した屋外拡声子局の整備
別添「錦町屋外拡声子局仕様表」を参照し、次のとおり更新すること。
（ア）鋼管柱については仕様表のとおり、既設５局立替、新設局分も設置とする。
（イ）スピーカについては、音達況に応じて高性能スピーカの設置の提案を必須条
件とする。

２.履行期間
契約日～令和９年３月３１日
ただし、工事の進捗状況により工事期間を延長できるものとする。

３.契約の範囲
本事業の契約範囲は､本工事の設計、製作､搬入､据付､現地調整試験等の全般。

４.その他
以下の内容を工事範囲に含むこととする｡
(１)必要に応じ､既存設備等の移設や撤去等がある場合は､その内容等を具体的に示し､受注者の
責任において安全かつ必要な措置を講じ工事実施すること｡また撤去材等は適切に産業廃棄物の処理等を行い、関係書類を発注者へ提示すること｡
(２)九州電力､ＮＴＴ等との契約業務（手続き業務が必要な場合は実施すること）。


[bookmark: bookmark2]第３章 機器の要求仕様

１.一般条件
屋外放送設備の再整備にあたり､最適の機能及び性能を有するとともに､以下の事項を十分満足するものとなるよう配慮すること｡
(１)各施設の設置場所等は最適な運用となるよう配慮すること｡
(２)運用に際して最適の機能を有するものであること｡
(３)堅牢で長時間の使用に十分耐え得る設備で､且つ維持管理が経済的に行えるものであること｡
(４)清掃､点検､調整及び修繕が容易に且つ､安全に行える構造であること｡

２.環境条件
次の条件下で異常なく安定に動作するものとする｡
(１)屋外設置の設備は､周囲温度-10℃～40℃､相対湿度45％～85％にて支障なく動作すること｡
(２)屋内設置の設備は､周囲温度5℃～35℃､相対湿度45％～85％にて支障なく動作すること｡但
し､操作卓に使用するものを除いたOA機器等は､周囲温度10℃～35℃とする｡
(３)設置場所に応じた環境特性であり支障なく動作すること。

３.電気的必要条件
(１)電気回路には､特異電圧に対する保護装置または保護回路を設けること｡
(２)電源電圧は､機器定格電圧の10％変動範囲内で正常に動作すること｡
(３)プリント基板､コネクタ等は接触不良を配慮した堅牢なメッキ処理を施すこと｡

４.銘板表示
(１)各装置には､品名､型式､製造番号､製造社名､製造年月を銘板にて標示すること｡
(２)特に取扱上注意を要する箇所については､その旨を警告表示すること｡

５.その他
(１)本水準書に記載されていない事項についても、施設の運用上、機能上当然具備しなければならない事項については、これを充足すること。

６.親局設備

（1） 統制局機能を有するクラウド型親局システム（以下、本システムという。）
（IPネットワーク回線方式）
(1) データセンター要件
1 本システムを運用管理するデータセンターは日本国内に設置されていること。
2 データセンターは、情報セキュリティ対策（入退室管理、障害検知、監視カメラ）、　　　
火災対策（火災警報器、無水消火設備）、停電対策（無停電電源装置、自家発電機）、　　　浸水対策（受電設備、非常用自家発電機の設備最上階設置）および耐震対策（震度6以上の耐震設計・免震設計）について必要かつ十分な措置が施されていること。
3 局地的な大規模被災リスクを軽減するために、データセンターを物理的に２ヶ所以上、地域を分散して配置し、それぞれで本システムを構成すること。
4 本システムを運用するサーバーは、セキュリティやメンテナンスの観点から本システムの構築及びその運用者が自社構築したものであること。

(2) 　サーバー要件
1 データベースのデータは適宜バックアップを行うこと。また、バックアップデータは複数拠点のデータセンターに保管すること。また、バックアップデータを格納するストレージは、年間を通して９９％以上の可用性を確保できる設計であること。
2 データの保管や持ち出しに対し、機密保持対策が講じられていること。
3 本システムについて、必要なセキュリティ対策（情報漏洩、不正アクセス等）を講じること。また、端末との通信経路が、ＳＳＬ／ＴＬＳ等により暗号化されていること。
4 本システムの安定運用に関して
（a）本システムの運用サーバーは、物理的に冗長化されていること。
（b）不都合が発生した場合は、待機サーバーに切り替わり、滞りなく運用が進められ
ること。
（c）本システムは、毎日バックアップが行われ、バックアップは別拠点に保管される
こと。
（d）サーバーのセキュリティの強化に必要な措置（不正アクセスやスパムメールに　　　　　
　　対する措置）を適時対処すること。
（e）本システム構築及び運用者は、プラバシーマークおよびＩＳＭＳ等の認定を受け
ていること。
5 本システムに障害が発生した場合
（a）障害を検知してから速やかに担当者に報告するとともに、本システムの復旧に迅
速な対応を行うこと。

(3) 利用環境要件
1 庁舎内からインターネット回線を通じて、本システムにアクセス可能であること。
2 庁舎被災時に備え、庁舎設置以外のインターネット網に接続された任意の端末からでも配信操作が可能な状態であること。
3 本システムへは、固有のアプリおよびプラグイン等に依存せず、標準的なＷｅｂブラウザ（Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　ＥｄｇｅやＧｏｏｇｌｅ　Ｃｈｒｏｍｅ等）を用いてアクセスできること。
4 ログインＩＤとパスワードによりアクセスコントロールができること。
5 ログインできるユーザー登録、削除、及び設定情報の変更やユーザー毎の権限を設定できること。
(4) 機能要件
① ユーザー管理機能
(a)	本システムの利用者の種別として、「システム管理者」および「情報配信者」を指定できること。「システム管理者」とは、主に当システムの動作設定および運用管理を行う者を想定している。「情報配信者」とは、各受信端末に対して情報の配信操作を行う者を想定している。なお、「システム管理者」は「情報配信者」が行うことができる全ての操作を行うことができること。システム管理者および情報配信者を複数名登録することができ、それぞれに固有のユーザーＩＤとパスワードを設定できること。
(b)	 システム管理者に対して、Ｗｅｂブラウザで閲覧可能な「ユーザー情報管理画面」を提供すること。システム管理者は、当該画面を用いてユーザーの登録・削除・編集することができること。
(c)	情報配信者に対して、「ログイン画面」を提供すること。システム管理者および情報配信者が、当該画面に登録済みであるユーザーIDとパスワードの組み合わせを入力することにより、管理・配信サイトにログインできること。
② 配信情報の手動入力
(a)	 情報配信者に対して、Ｗｅｂブラウザで閲覧可能な「配信情報入力画面」を提供すること。情報配信者は、当該画面を用いて配信情報を文字入力することができること。
③ Ｊ－ＡＬＥＲＴ受信機との連携機能
(a)	Ｊ－ＡＬＥＲＴ受信機から本システムに入力された文字情報の国民保護情報などの情報種別を認識できること。
(b)	Ｊ－ＡＬＥＲＴ受信機から入力された文字情報の情報種別および本システム内の設定に基づき、出力先の連携する配信手段等を特定できること。また、自動配信するか　内容確認後に手動配信するかを、あらかじめ情報種別ごとに設定できる機能を有すること。
　　　　　④ 情報配信サービスプラットフォーム連携機能
　　　　　　既設の情報配信サービスプラットフォームから配信された音声情報を受信し屋外拡声
局に配信できること。情報配信サービスプラットフォームとの連携については既設業
者と連携方法を調整すること。
⑤ 予約配信機能
(a) 音声ファイルを、親局システムの操作端末から時刻を予約して一斉に配信ができること。
(b) 情報種別、配信パターン単位でのスケジュール登録や、配信履歴を管理すること
ができること。
　　　　 ⑥ リモート監視・制御機能
(a) 屋外拡声子局の自動監視ができること。
⑦ 放送機能
(a)	定型音声放送（一斉、グループ、個別）
インターフェース装置に内蔵した音声ファイルを一斉、グループ又は個別単位に　　　
再生起動し、拡声放送することができること。
(b) 緊急放送
デフォルト設定された放送画面により、緊急放送時にも操作を行うことができ、
また、緊急災害時には、以下の設定に固定して放送できること。
- 放送先　：すべての子局システム一斉
- 音量　　：最大音量
- 時差放送：しない
(c) 定時放送
定型音声（又は音楽）を、指定された各スケジュールに沿って拡声放送できること。
- 放送時間（日、週、月、曜日、期間での設定）の指定
- 放送先の屋外拡声子局の選択
- 放送音源の選択
(d) マイク放送（一斉、グループ、個別）
一斉、グループ又は個別単位に接点起動装置を起動し、親局システムの操作端末の
マイクロフォン入力による肉声を拡声放送できること。
⑧　放送履歴機能
(a) 拡声放送等の操作履歴（放送日時、操作内容、放送先、音源名称、放送結果など）
を操作端末に表示できること。
⑨　メンテナンス管理機能
(a) 任意の子局システムを配信グループごとに管理することができること。
(b) 操作画面上に町全域を地図表示することができ、広域から詳細までの拡大縮小
および上下左右の移動をスムーズに行えること。
(c) その表示された地図上には、屋外拡声子局の設置場所が表示されるとともに、
運用に合わせて音声ファイルや各子局システムの設定変更が可能であること。
なお、変更可能項目は以下の通りとする。
· 子局システムの個別情報（名称など）
· グループ呼出情報
⑩ 配信情報のAPIによる入力機能
(a) 外部システムに対して、配信情報を入力可能なAPIを提供すること。
(b) 配信対象を「配信グループ単位」で指定できること。
(c) 緊急度を「通常」、「緊急」で指定できること。
(d) 緊急度を「通常」とした際に、鳴動音で通常音を指定できること。

（２）同報系防災行政無線システム
(ア) 親局装置
① 操作卓の主な操作はタッチパネルにより実施可能であるものとし、手動通報操作、自動プログラムの設定、音源の編集、自動通信記録の操作等、通常扱い者が行う全ての操作を同一のタッチパネルにより行うことができるものとする。
	　②操作卓は手動通報の通報先・内容を自動記録しておき、通報の履歴を呼出すことにより簡易な操作で同内容を再通報する機能を有するものとする。再通報可能な履歴は最大50件の保存が可能であるものとし、通報先の変更も可能とする。
	③必要に応じて親局からの鳴り分け制御により、通報する屋外拡声子局のスピーカを個別
に（最大4個／1局あたりを1個毎に）選択できるものとする。
	④スピーカ毎の音量調整（最大・大・中・小・最小・断の6段階）が可能であること。
スピーカの音量は通報とは別に単独の制御で、スピーカ毎に緊急を除く定常時の音量を指定できるものとする。
	⑤GPS受信等により自動的に操作卓および連動する周辺親局機器の時刻補正を行う機能を
有するものとする。
	⑥親局無線装置等の遠方監視制御機能を具備し、操作卓から各局無線装置の動作機切換制御
および動作情報監視ができるものとし、装置に障害が発生した場合には操作卓に障害の発生を表示するものとする。
	⑦親局無線装置には電源部（蓄電池を含む）を内蔵し、屋上等の設置場所により
直流電源装置の追加や負荷電圧調整等が不要なものとする。なお、停電補償時間は
5分放送、55分待受けの割合で48時間以上とする。
	⑧自動通報プログラムは手動で選択しての即時通報が可能であるものとする。
また、別途ワンタッチで起動できるプログラム（120種以上）を有し、タッチパネルの初期画面に起動ボタンが配置されているものとする。
	⑨情報配信サービスプラットフォーム連携機能
また、別途ワンタッチで起動できるプログラム（120種以上）を有し、タッチパネルの初期画面に起動ボタンが配置されているものとする。
⑩情報配信サービスプラットフォーム連携機能
	　既設の情報配信サービスプラットフォームから配信された音声情報を受信し屋外拡声局　に配信できること。情報配信サービスプラットフォームとの連携については既設業者と連携方法を調整すること
　　　⑪Ｊ－ＡＬＥＲＴ受信機との連携機能
(a)Ｊ－ＡＬＥＲＴ受信機及び自動起動装置から同報系の親局装置入力された音声情報を
屋外拡声子局で放送できること。

７．J-ALERT設備
本システムは全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）等と連携することで、自動的に国民保護情報、気象情報等の放送・配信が可能であること。
　(ア)新型J-ALERT受信機
①ＣＰＵ 　　　　　　　　　　　　　4コア・プロセッサ　2.0GHz（最大3.0GHz）
②主記憶(メモリ) 　　　　　　　　　16GByte 以上 
③保存容量(ストレージ)　　　　　　 20GByte 以上(システム用) 
20GByte 以上（ログ用） 
※システムとログでの保存領域の物理分離し、故障時の切り分けが明確であること。
④ＬＥＤ ９個以上
※power1個、status2個、alarm6個とし、LEDを目視することで状態、故障内容がわかること。
⑤通信インターフェース
イーサネット　　　　　　1ポート　100BASE-TX/1000BASE-T
　コンソール　　　　　　　1ポート　RS-232C（D-SUB 9ピン　オス）
　シリアル　　　　　　　　1ポート　RS-232C（D-SUB 9ピン　オス）
　　　　デジタル出力　　　　　　8出力　　a接点出力【NO：ﾉｰﾏﾘｵｰﾌﾟﾝ】3.5mmピッチ端子台
　　　　音声出力　　　　　　　　1ポート ステレオ音声(φ3.5ステレオミニジャック)
　　　　衛星データ受信　　　　1ポートRF信号入力（入力周波数：950～1450MHz）Fタイプ（メス）
ＵＳＢ　　　　　　　　　2ポート  USB3.0 / USB2.0 USB3.0準拠 2段Type A（メス）
ディスプレイ　　　　　　1ポート　VESA DisplayPort Standard Version 1.4
⑥電源電圧　　　　　　　AC100V±10%・50/60Hz±3Hz
⑦寸法・重量 　　　　　 360.0(W)×225.0(D)×87.4(H)mm（突起物除く）程度 5kg 以下 
⑧環境条件 　　　　　　 動作環境 温度 0°～＋40° 湿度 10％～90％（結露なきこと） 
⑨保存環境 　　　　　　 温度-10°～+50° 湿度 10％～90％（結露なきこと）
⑩電波規制              VCCI ClassA 取得 
⑪静電気放電イミュニティIEC61000-4-2(JIS C61000-4-2)レベル 3 
⑫サージイミュニティ      IEC61000-4-5(JIS C61000-4-5)レベル 2 
⑬伝導妨害イミュニティ    IEC61000-4-6(JIS C61000-4-6)レベル 2
　(２)操作用PC
　　　 ①ＯＳ　　　　　　　　　Windows 11 Pro
 ②プロセッサー　　　　　インテルCore5　以上
　　　 ③メモリ　　　　　　　　8GB以上
　　　 ④ネットワーク　　　　　LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
　　　 ⑤ディスプレイ　　　　　15.6インチワイド以上
⑥インターフェース　　　 USB　TypeAポート

８．屋外拡声子局設備
(１)屋外拡声子局は、接点起動装置、電力増幅部、バッテリー、屋外スピーカ、鋼管柱、キャ
ビネットにおいて屋外拡声子局を構成され、屋外においては、キャビネットを壁面および
鋼管柱への設置ができること。
　　（ア）屋外拡声子局
1 自動復帰型ブレーカ、ＳＰＤ（避雷器）を内蔵し、過電流保護を行うこと。
2 接点起動装置は、ＬＴＥ回線またはインターネット回線を利用できること。
3 自局放送が行えること。ただし、放送方法については問わず、子局周辺の住民が活用できること。
4 接点起動装置に搭載するSIMは複数キャリアによる回線、その他適切な方法により冗長化に対応していること。
5  デジタル60MHz QPSK方式にて提案の場合は、60MHz帯の無線装置を設置できること。
(イ)　屋外拡声子局の電源
①　商用電源、およびバッテリーによる駆動が可能なこと。
②　通常、商用電源により駆動し、商用電源が停電した場合は、非常用電源
（バッテリー）により放送が中断することなく機器が動作すること。
③　商用電源の給電が回復した場合には自動的に商用電源による駆動に切替わること。
4  屋外拡声子局筐体に内蔵する非常用電源（バッテリー）は、放送５分、待受５５分の条件で４８時間以上の運用が行えること。
　　（ウ）鋼管柱
　①子局周辺地域へ拡声放送を行なうため、別添「錦町屋外拡声子局仕様表」を参照し
必要数設置の提案をすること。
（エ）屋外スピーカ
①子局周辺地域へ拡声放送を行なうため、別添「錦町屋外拡声子局仕様表」を参照し
必要数設置の提案をすること。

９．整備後の運用・保守業務
　(１)運用・保守業務の基本事項
①本システムの保守業務は、契約不適合責任の期間後に単年度契約にて実施するものとする。
②保守費用は、運用・保守に係る費用（保守点検費、サービス利用料、通信回線料又は電波利用料や無線局免許関連、バッテリー等の定期交換品、親局装置等の機器更新費などを含むランニングコスト）とする。
(２)定期点検業務
　　　本システムを熟知した専門的な知識を有する技術者が、機器およびシステムの異常の有無を
確認するとともに、故障の予兆を把握し、安定的なシステム運用を確保することを目的とし
て実施する。
①点検頻度
年1回
②対象設備
屋外放送設備（Ｊ－ＡＬＥＲＴ受信設備含む）にかかる全ての設備。
③点検内容
外観確認、清掃、各種機能確認及びその他懸念事項の報告を行うものとする。
④報告義務
保守点検業務の終了後、速やかに点検報告書に点検結果を記入し提出すること。
(３)その他
①錦町からの問い合わせについては柔軟に対応すること。

第４章 機器据付工事の要求水準

１．適用範囲
本工事における機器据付、設定および調整については、品質確保の観点から国土交通省大臣官房技術調査課電気通信設備工事共通仕様書の趣旨を準用し、本水準書に基づき実施するものとする。

２．用語の定義
(１)監督員
発注者から監督員を命じられたものをいう｡
(２)指示
監督員が､受注者に工事実施上必要な事項を示すことをいう｡
(３)承諾
受注者が申し出た事項について､監督員が合意することをいう。
(４)協議
監督員と受注者が対等の立場で合議することをいう｡

３．一般事項
（１）工事にあたり当該建築物、既設設備等に損害を与えないよう留意し、適切切な防護、養生
等の処理を講ずること
（２）工事着手にあたり、現場の管理体制及び事故発生時の緊急時連絡体制を確立すること。
（３）万一災害、事故等が発生した場合は、速やかに必要な処理を講じ、監督員及び関係者に連絡すること。
（４）あらかじめ定められた区域以外の立ち入りを禁止する。やむを得ず立ち入る必要が生じたときは、監督員及び施設管理者の許可を得て、その指示のもとに工事すること。
（５）工事に使用する工具及び機材は、事前に点検して安全性を確かめて使用し、常に点検整備に努め、目的に十分適応した機具を使用すること。
（６）機器及び機材の現地搬入は、あらかじめ監督員と日程調整し、承認を得た後とする。
（７）機器及び機材を搬入する際には、衝撃、損傷を与えないよう慎重に取り扱うこと。
（８）工事現場においては、常に整理整頓し、特に墜落等の危険性に十分配慮し、再点検を行い　　事故防止に万全に期すこと。
（９）工事期間中に発生した廃材､残材については、受注者の責任において処分すること。
（１０）搬入品の現地保管には監督員及び庁舎管理者の許可を受け、養生はもとより風水害、
火災、盗難及びその他の事故防止に努めること。
（１１）工事現場退場時は火気点検、保管工具等の飛散防止及び整理整頓、施錠の確認を徹底すること。
（１２）受注者は、本工事の一部を第三者に中小委託業者として行わせようとする場合は、あらかじめ発注者の承認を得なければならない。

４.計画
（１）監督員の指定する期日までに施工計画書等を提出し、承認を受けてから工事すること。
（２）機器の取り付け及び据付けは、十分な安全措置を施すこと。
（３）配線については、各機器間の接続を確実に行うこと。
（４）電源の受配電は、機器等への供給容量及び配電容量を十分確認し、規格及び基準等の適合並びに安全に十分配慮すること。
（５）その他必要に応じて、監督員の指示に従うこと。

５．一般工事
（１）機器の搬入にあたっては、人力およびクレーン等の適切な機材を併用し、安全確保に十分
配慮して実施すること。 
（２）現場及びその周辺における安全衛生等の管理を関係諸法規に基づいて行うこと。
（３）工事の実施にあたっては、敷地内外の建物、道路、通行人および近隣住民等に損害を及ぼすことのないよう、十分に配慮すること。 
（４）工事現場においては、必要に応じて安全確保のための保護設備を設置すること。
（５）第三者から苦情等の申し出があった場合は、ただちに監督員に連絡するとともに誠意を
もって必要な措置をとること。

６.撤去
　（１）撤去品のうち産業廃棄物として処理が必要なものは、適切に処分すること。

７.工事写真
（１）工事写真は、工事の施工前、施工中、施工後の状況を撮影すること。
（２）写真のみで確認できないものについては、監督員の立会いのもとで撮影すること。


８.コンクリート工事
（１）コンクリートは、所定の強度、耐久性及び水密性等を有し、品質のばらつきの少ないものを使用すること。
（２）骨材は有害物となるゴミ、土及び有機不純物等を含まず、所定の耐火性及び耐久性を有するものを使用すること。
（３）打継ぎの打継面は、十分吸水させた後、新コンクリートを打ち継ぐこと。
（４）コンクリートは、打ち込み後、低温乾燥及び急激な温度変化等による悪影響を受けないように養生すること。

９.その他
（１）完了時には、担当者が機器の取扱い等を迅速に実施できるように､取扱説明会を行うこと。
（２）本工事に関し、必要に応じて、総合通信局及び関係機関との廃局に伴う調整、打合せ及び説明等を行うこと。
（３）本工事に当たり、次の許認可事項等に対する申請届出の手続きがある場合は、事業遂行に支障のないよう遅帯なく行なうこと。
①　道路使用許可申請手続き
②　その他、本工事に関して必要な申請および手続き等
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